社会政策学会　代表幹事　宛
社会政策学会　会費区分  変更申請書（会員）


　私は、「会費規程第２条（2025年10月25日改正）」と「会費の割引に関する申し合わせ（2025年10月25日一部改正）」に規定された会費区分に変更が生じましたので、会員登録内容の変更届の提出に合わせて、下記の通り会費区分の変更を申請いたします。

申請日　　　＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日

氏名　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

変更後の所属・職（ある人のみ）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

住所　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

メールアドレス　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿


記

変更後の会費区分　　↓該当するもの以外を消す

a. 一般会員

b. 割引会員A（会費年額7,000円）

c. 割引会員B（会費年額5,000円）
　（学会誌冊子体の送付なし。常勤職に就いていない満60歳以上の方に限ります）

d. その他　（外国人会員Ａ　外国人会員B　永年会員）　←該当するもの以外を消す


受付　　　　年　　月　　日　／　承認　　　　　年　　月　　日　／　手続　　　　　年　　月　　日

【常勤職に就いていない会員の会費割引（会費規程第２条）適用を申請する人のみ提出】

常勤職に就いていない会員の会費割引 適用申請書（会員用）


私は常勤職についていませんので「会費規程第２条（2025年10月25日改正）」と「会費の割引に関する申し合わせ（2025年10月25日一部改正）」に基づき、常勤職に就いていない会員の会費割引適用を申請します。
また、このたび申請する会費割引の適用資格がなくなったさいは、「会費規程第 2 条の 2」に基づき、会員登録内容の変更と会費区分の変更について速やかに届け出ることを約束いたします。

申請日	＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿日
氏名　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
住所	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電話	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
メールアドレス	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
申請区分
1）割引会員A　会費年額7,000円

2）割引会員B　会費年額5,000円
（学会誌冊子体の送付なし。常勤職に就いていない満60歳以上の方に限ります）
【送付先：社会政策学会事務センター】
【 社会政策学会事務センター 】
〒170-0013 東京都豊島区東池袋2丁目39-2-401　（(株)ガリレオ学会業務情報化センター内）
TEL　03-5981-9824　FAX　03-5981-9852
E-mail　g048jasps-support@ml.gakkai.ne.jp

受付	年	月	日 ／ 承認	年	月	日 ／ 手続	年　月　日

